
本市の基礎的課題 主なエリア プラン推進のための方策の検討

定
住
人
口

・人口減少，特に市内周辺部において人口減少・少
子高齢化が進行
・結婚・子育て期の３０歳代が近隣都市へ転出超過
・日常生活圏における安心・快適な暮らしの維持
（＊本市の特徴①・②の維持）

地域中核拠点エリア
日常生活エリア

産
業
・
働
く
場

・オフィス空間（働く場）の不足
・就職期の２０歳代が東京・大阪圏へ転出超過

広域拠点エリア
ものづくり産業集積
エリア
（南部・西部・
らくなん進都）・工業地域における住・工の調和

・まとまった産業用地・空間の確保

文
化

・地域コミュニティの活力の維持
・京都の歴史・文化の担い手の確保

学術文化・交流・
創造ゾーン

交
流
人
口

・観光客の一部地域への集中，市民生活との調和
・市内周辺地域の活性化，観光客の分散化等

緑豊かなエリア

※ハザードエリアと居住誘導区域の関係性を検討

４ 本市の特徴・課題とプラン推進のための方策との関係性 資料４

本市の特徴

①周囲を三方の山々に囲まれ，市街化区域のほぼ全域が人口集中地区であり，高い人口密度を維持

②日常生活を支える施設が充実し，特色ある多様な地域がネットワークされたヒューマンスケールなまち

③伝統産業から先端産業まで，また，中小企業からグローバル企業までが集積する「ものづくり都市」

④歴史・文化・観光資源が市内の隅々まで存在する「国際文化観光都市」「世界文化自由都市」

⑤市街化区域外においても特色ある文化や暮らしが息づき，豊かな自然を活かした農林業が営まれているまち
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導

立地適正化計画制度

居住誘導区域

都市機能誘導区域

（区域内は支援制度あり）

居住誘導区域

（区域外は届出必要）

１ ２ ３



（参考）立地適正化計画制度について 資料４別紙

（１） 今後の急速な人口減少・少子高齢化の進行を背景として，平成２６年の「都市再生特別措置法」の改正により創設

「コンパクト＋ネットワーク」の考え方に基づいて，都市全体の観点から居住や都市機能の立地誘導を図る制度

※参考 都市再生特別措置法 第８１条（抄）

市町村は、都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の
都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。）の立地の適正化を図るための計画
（以下「立地適正化計画」という。）を作成することができる。

（２） 立地適正化計画に定める内容

・計画の区域

・基本的な方針

・居住誘導区域（居住者の居住を誘導すべき区域）

・都市機能誘導区域（都市機能の増進施設の立地を誘導すべき区域）及び誘導施設

・誘導するために市が講ずべき施策

（３） 主な制度内容
ア 届出制度
○居住誘導区域
○都市機能誘導区域

居住誘導区域外での３戸以上の住宅開発や，都市機能誘導区域の外での

都市機能誘導施設の建築などを行う場合は，市町村に届出が必要

※市町村は，指導・勧告を行うことが可能

イ 支援制度（主なもの）

都市機能誘導区域内で公共施設の整備を伴う一定要件の民間施設整備を行う

場合，金融支援，税制優遇を受けることができる仕組を措置 等

国土交通省都市計画課資料から抜粋

制度の概要


